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○宮崎大学外国人留学生規程

平成16年４月１日
制 定

改正 平成22年７月22日 平成31年４月26日

（趣旨）
第１条 宮崎大学学務規則（以下「規則」という。）第47条第３項及び第87条第２項に基づく外国
人留学生の取扱いについては、法令及び学内規程等に特別の定めがある場合を除くほか、この規
程の定めるところによる。

（区分）
第２条 外国人留学生の区分は、次のとおりとする。
(1) 学部学生
(2) 大学院学生
(3) 研究生
(4) 科目等履修生
(5) 特別聴講学生
(6) 特別研究学生
(7) 日本語・日本文化研修留学生
(8) 教員研修留学生

（入学資格）
第３条 外国人留学生の入学資格は、次表のとおりとする。

区 分 入 学 資 格
学 部 学 生 規則第８条の各号の一に該当する者
大学院学生 規則第66条の第１項、第２項又は第３項の各号の一に該当

する者
研 究 生 学部の研究生は研究生規程第２条の各号の一に該当する者

大学院の研究生は、規則第87条第２項に該当する者
科目等履修生 学部の科目等履修生は、科目等履修生規程第２条の各号の

一に該当する者
大学院の科目等履修生は、規則第87条に該当する者

特別聴講学生 外国の大学又は大学院との協議に基づき、特定の授業科目
の履修が認められた者

特別研究学生 外国の大学院との協議に基づき、研究指導が認められた者
日本語・日本 日本語能力及び日本事情、日本文化の理解の向上のための
文化研修留学 教育を受けることを目的として、新たに海外から留学する
生 ことが認められた者
教 員 研 修 初等、中等教育機関の現職教員等で、教員養成課程での研
留 学 生 修を目的として、新たに海外から留学することが認められ

た者

２ 研究生、科目等履修生にあっては、毎学期週10時間（600分）以上の履修又は研究計画を満た
すものとする。

（入学の志願）
第４条 宮崎大学（以下「本学」という。）に、入学を志願する外国人は、所定の期日までに、所
定の書類に所定の検定料を添え、学長に願い出なければならない。

２ 入学を志願する者にかかる所定の書類は次による。
(1) 学部学生及び大学院学生として入学を志願する者にかかる書類
ア 学生募集要項に基づく書類

(2) 研究生として入学を志願する者にかかる書類
ア 研究生入学願書(別紙様式１)
イ 研究計画書(別紙様式２)
ウ 履歴書
エ 最終出身学校の卒業（修了）証明書又は卒業（修了）見込み証明書
オ 最終出身学校の学業成績証明書
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カ その他本学が必要と認める書類
(3) 科目等履修生として入学を志願する者にかかる書類
ア 入学願書(別紙様式３)
イ 履歴書
ウ 最終出身学校の卒業（修了）証明書又は卒業（修了）見込み証明書
エ 最終出身学校の学業成績証明書
オ その他本学が必要と認める書類

（入学の選考）
第５条 入学者の選考は、別に定める方法により、関係学部の教授会又は研究科委員会（以下「教
授会等」という。）において行うものとする。

２ 学部及び大学院の合格は学長が決定し、研究生及び科目等履修生の合格は当該学部長又は当該
研究科長が決定する。

（入学の手続き）
第６条 選考の結果、合格した者は、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに所定の入
学料を納入しなければならない。

（入学の許可）
第７条 入学の許可は、前条の手続きを完了した者に対し、学長が行う。

（検定料、入学料及び授業料の額等）
第８条 検定料、入学料及び授業料の額は、本学が別に定める額とする。
２ 授業料は所定の期日までに納付しなければならない。
３ 既納の検定料、入学料及び授業料は返還しない。

（再入学、編入学及び転入学）
第９条 本学に、再入学、編入学及び転入学を志願する者の選考は、第５条の規定するところに準
じて取扱うものとする。ただし、既に修得した授業科目の単位は、教授会等の議を経て本学の授
業科目の単位として認定し、学長は相当年次に入学を許可することができる。

（国費外国人留学生及び外国政府派遣留学生の取扱い）
第１０条 第４条から第８条の規定にかかわらず、「国費外国人留学生制度実施要項（昭和29年３
月31日、文部大臣裁定）」に基づく国費外国人留学生、「中華人民共和国政府が派遣する学部留
学生の入学に関する取扱いについて（昭和54年10月１日、文部事務次官裁定）」及び「マレーシ
ア政府が派遣する学部留学生の入学に関する取扱いについて（昭和58年11月17日、文部事務官裁
定）」に基づく外国政府派遣留学生については、それぞれの要項又は取扱により取扱うものとす
る。

（特別聴講学生及び特別研究学生の取扱い）
第１１条 第４条から第８条の規定にかかわらず、特別聴講学生及び特別研究学生については学生
交流規程による。

（準用）
第１２条 外国人留学生については、この規定に定めるもののほか、学則その他の規程のうち学生
に関する規定を準用する。

附 則
この規程は、平成16年４月１日から施行する。

附 則
この規程は、平成22年７月22日から施行し、平成22年４月１日から適用する。

附 則
この規程は、令和元年５月１日から施行する。
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別紙様式１（第４条関係） （外国人留学生用）

研 究 生 入 学 願 書

年 月 日

宮 崎 大 学 長 殿

氏 名

生年月日 年 月 日

国 籍

下記のとおり研究生として志願いたしますので、必要書類に入学検定料を添え提出しますから、

許可くださるようお願いいたします。

記

１ 研究生として所属する学部、学科・課程

２ 研究事項

３ 研究期間 自 年 月 日

至 年 月 日

４ 指導教員

※週当たり研究時間数は１０時間（注：６００分） 以上とする。

備 考
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別紙様式２（第４条関係） （外国人留学生用）

研 究 計 画 書

年 月 日

宮 崎 大 学 長 殿

氏 名

１．卒業した大学で専攻した専門分野（できるだけ具体的に書くこと。）

２．宮崎大学○○学部・大学院での研究計画（詳細に記載すること）
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別紙様式３（第４条関係） （外国人留学生用）

科目等履修生入学願書

年 月 日

宮 崎 大 学 長 殿

氏 名

生年月日 年 月 日

国 籍

学 部 学科

このたび、貴大学 の下記の授業科目等の履修をしたい

研究科 専攻

ので、科目等履修生として入学を許可くださるようお願いします。

志望履修授 業 受 講 の 期 間 週当たり授業 取得単位数

科 目 時 間

※週当たり授業時間数は１０時間（注：６００分）以上とする。

備 考


